
 

別所ふれあいバス（南ルート）の運行ルートの一部改編

について 

 

１ 改編の内容 

別所ふれあいバス（南ルート）の運行ルートのうち、「１４ 

御旅所前」から「１５ 高木県住集会所前」までの運行ルート

を一部変更する。 

 

２ 改編の理由 

  道幅が狭く見通しもよくないことから、道幅が広くより安全

な運行ルートに変更し、安全性の向上を図る。 

 

３ 改 編 日   

令和３年８月３日（火） 

 

４ 運 行 経 路   

別紙４－④、４－⑤参照 
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変更箇所

高木団地
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